
　
町
で
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震
対
策

を
支
援
す
る
た
め
、
耐
震
診
断
を
希

望
す
る
方
に
「
木
造
住
宅
耐
震
診
断

士
」
を
派
遣
す
る
耐
震
診
断
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

対
　
象
　
町
内
に
あ
る
住
宅
で
昭
和

　
56
年
５
月
31
日
以
前
に
木
造
の
在

　
来
工
法
で
着
工
さ
れ
建
て
ら
れ
た

　
専
用
住
宅
。
併
用
住
宅
の
場
合
、

　
延
床
面
積
の
半
分
が
住
宅
と
し
て

　
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
。

要
　
件
　
　
対
象
と
な
る
住
宅
の
所

　
有
者
に
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

　
　
診
断
士
の
聞
き
取
り
に
回
答
が

　
で
き
る
こ
と 

※
建
築
当
時
の
確
認
通
知
書
や
工
事

　
写
真
等
の
資
料
が
あ
れ
ば
提
示
し

　
て
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
　
２ 

０
０
０
円

受
付
予
定
戸
数
　
10
戸
（
申
し
込
み

　
状
況
に
よ
り
、
診
断
が
次
年
度
に

　
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

申
込
方
法
　
申
請
書
に
必
要
事
項
を

　
記
入
し
、
９
月
30
日（
木
）ま
で
に

　
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
平
成
23
年
１
月
９
日
に
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里
に
お
い
て
行
わ

れ
る「
成
人
式
」の
企
画
運
営
を
行
う

実
行
委
員
を
募
集
し
ま
す
。
新
成
人

者
の
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ

い
。

募
集
人
数
　
15
人

応
募
資
格
　
平
成
２
年
４
月
２
日
〜

　
平
成
３
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
、

　
町
内
在
住
ま
た
は
町
内
の
中
学
校

　
を
卒
業
し
た
方

　
赤
十
字
の
活
動
は
、
皆
さ
ん
の
善

意
に
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
社
資
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
特
別
社
資
」と
は
、
日
本
赤
十
字

社
が
、
大
規
模
地
震
や
台
風
等
に
よ

る
災
害
に
十
分
対
応
で
き
る
よ
う
災

害
救
護
体
制
を
充
実
す
る
た
め
に
、

財
務
大
臣
及
び
総
務
大
臣
の
承
認
を

受
け
て
７
月
〜
９
月
を
中
心
に
、
個

人
や
法
人
か
ら
募
集
す
る
活
動
資
金

の
こ
と
で
す
。

　
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
は
、
健
康

福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
寄

付
さ
れ
た
場
合
の
税
制
上
の
優
遇
措

置
も
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
昨
年
度
は
、
町
内
の
事
業
所
や
個

　
人
の
方
か
ら
73
件
、６
８
万
５
０
０

　
０
円
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し

　
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

採
用
職
種
　
県
職
員

　
中
級
／
事
務
、
土
木

　
初
級
／
事
務
、
土
木
、
農
業
、
農

　
業
土
木

　
小
中
学
校
職
員
　
中
級
／
栄
養
士

　
初
級
／
事
務

採
用
予
定
日
　
平
成
23
年
４
月
１
日

給
　
与

　
大
学
／
１
６
万
６ 

４
４
８
円
〜

　
短
大
／
１
５
万
１ 

６
１
６
円
〜

　
高
校
／
１
４
万
４ 

３
０
３
円
〜

第
１
次
試
験
日
　
９
月
26
日（
日
）

試
験
内
容
　
教
養
試
験
、
専
門
試
験
、

　
論
文
・
作
文
等

申
込
方
法
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
郵

　
送
で
申
し
込
む
か
、
ま
た
は
直
接

　
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は

　
次
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切
　
８
月
25
日（
水
）

※
郵
送
の
場
合
は
当
日
消
印
有
効

　
県
で
は
、
要
望
に
応
じ
職
員
が
各

種
の
集
会
等
に
赴
き
県
の
施
策
を
わ

か
り
や
す
く
説
明
す
る
県
政
出
前
講

座
を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
　
象
　
参
加
者
が
お
お
む
ね
20
人

　
以
上
の
集
会
等

申
込
方
法
　
希
望
す
る
テ
ー
マ
を
選

　
び「
県
政
出
前
講
座
注
文
書
」に
必

　
要
事
項
を
記
入
し
て
郵
送
、
Ｆ
Ａ

　
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
送
付
、
ま
た
は

　
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

お

知

ら

せ

日
本
赤
十
字
社

　「
特
別
社
資
」募
集
の
お
願
い

茨
城
県
職
員
、市
町
村
立
小
中
学
校

職
員
の
採
用
試
験
を
実
施
し
ま
す

申
込
先
・
問
合
せ
　
都
市
建
設
課

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
１
１

　
　（
内
線
２
６
１
）

県
政
出
前
講
座
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

木
造
住
宅
耐
震
診
断
事
業
を

　
　
　
　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い

平
成
23
年
成
人
式

　
実
行
委
員
を
募
集
し
ま
す
！

　
募
　
　
集
　

申
込
先
・
問
合
せ
　
県
人
事
委
員

　
会
事
務
局（
〒
３
１
０
‐
８
５
５

　
５ 

水
戸
市
笠
原
町
９
７
８
‐
６
）

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
２
０
０
１

　
　h

ttp
://w

w
w

.p
re

f.ib
a
r

　
　a

k
i.jp

/b
u
k
y

o
k
u
/iin

k
a

　
　i/jin

ji/

問
合
せ
　
健
康
福
祉
課

　
　
０
２
９
‐
２
４
０
‐
６
５
５
０

問
合
せ
　
県
政
策
審
議
室
（
〒
３

　
１
０
‐
８
５
５
５ 

水
戸
市
笠
原

　
町
９
７
８
‐
６
）

　
　
０
２
９
‐
３
０
１
‐
２
０
３
０

　
　
０
２
９
‐
３
０
１
‐
２
０
３
９

　
　h

ttp
://w

w
w

.p
re

f.ib
a
r

　
　a

k
i.jp

/b
u
k
y

o
k
u
/b

u
g
a

　
　i/se

isa
k
u
./d

e
m

a
e
/to

p
.

　
　h

tm

申
込
先
・
問
合
せ

　
教
育
委
員
会
事
務
局

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
３
５
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高校３年生の皆さんへ　自衛官・学生募集

場　所　
　茨城県総合福祉会館
　（水戸市千波町1918)
※結婚相談は事前に予約してください。

相談日　
　月曜日～金曜日
　（祝日・年末年始を除く）
　午前10時～午後３時

　社団法人茨城県身体障害者福祉協議会では、身
体に障害がある方を対象に、無料の結婚相談や、
就労など生活全般についての相談を受ける「総合
相談所」を開設しています。お気軽にご利用くだ
さい。

問合せ　（社）茨城県身体障害者福祉協会
　　　　　  029‐243‐7010

7

防衛大学校学生 防衛医科大学校学生 看  護  学  生

男子・女子 男子・女子 男子・女子

問合せ

その他

衣食住

学生手当・初任給等

合格発表

第２次試験日

第１次試験日

受付期間

応募資格

無料で支給されます

　　町民課　　029‐288‐3111（内線111）

　　自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所　　029‐226‐9294

　　　  http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/　 　 hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp

  修学年限は４年。

  卒業後１年で陸・海・空の

  幹部に任官します。

  修学年限は６年。

  国家試験合格後、幹部に任

  官します。

  修学年限３年。

  国家試験合格後、看護士と

  して２等陸曹に昇任します。

  推薦　11月２日

  一般　平成23年２月10日

  一般のみ  12月14日～18日

  の間の指定する日

  12月８日～10日の間の指定

  する日

平成23年２月10日 平成23年１月７日

  推薦　９月25日・26日

  一般　11月６日・７日
10月30日・31日 10月23日

  推薦　９月６日～９日

  一般　９月６日～10月１日
９月６日～10月１日 ９月６日～10月１日

11月20日・21日の指定する日

108,300円（ボーナス年２回） 159,500円（ボーナス年２回）

高卒（見込含）で24歳未満高卒（見込含）で21歳未満高卒（見込含）で21歳未満


	P６
	P７

